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【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年３月23日

【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長　　大庭　雅志

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

【事務連絡者氏名】 尾崎　正幸

【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１

【届出の対象とした募集（売出）
内国投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称】

東京海上・世界資産バランスファンド（年１回決算型）

【届出の対象とした募集（売出）
内国投資信託受益証券の金額】

当初申込日　　　上限　50億円
継続申込期間　　上限　１兆円

【縦覧に供する場所】 該当なし
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成29年６月23日付をもって提出した有価証券届出書（平成29年９月５日付をもって提出した有価証券

届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）について、原届出書記載事項の一
部に訂正すべき事項があるため、本訂正届出書を提出するものです。

 

２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿＿＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい

る内容は、原届出書が更新されます。また＜追加＞の記載事項は原届出書に追加されます。
 

第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

＜更新後＞
（略）

④ ファンドの特色
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（略）
 
(3)【ファンドの仕組み】

＜更新後＞
（略）

② 委託会社の概況

・名称　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社
・資本金の額　20億円（平成30年１月末日現在）
・会社の沿革

昭和60年12月 東京海上グループ（現：東京海上日動グループ）等の出資により、資産運用
ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名
にて資本金２億円で設立

昭和62年２月 投資顧問業者として登録

　　同年６月 投資一任業務認可取得

平成３年４月 国内および海外年金の運用受託を開始

平成10年５月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の
委託会社としての免許取得
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平成19年９月 金融商品取引業者として登録

平成26年４月 東京海上アセットマネジメント株式会社に社名変更

平成28年10月 東京海上不動産投資顧問株式会社と合併

 
・大株主の状況（平成30年１月末日現在）

株主名 住所 所有株数 所有比率

東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 38,300株 100.0％

 

２【投資方針】
(1)【投資方針】

＜訂正前＞
１．基本方針

（略）
２．運用方法

（略）
(2) 投資態度

①主として、海外の債券・株式・不動産投資信託（ＲＥＩＴ）のそれぞれを主要投資対象として運用す
る各マザーファンド受益証券に投資します。

（略）
＜参考情報＞各マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限（要約）

（略）

◇東京海上・世界ＲＥＩＴマザーファンド（為替ヘッジあり）

１．基本方針

（略）

２．運用方法

(1) 投資対象

主として海外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（Ｒ

ＥＩＴ）に投資します。

（略）

※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。

 
＜訂正後＞
１．基本方針

（略）
２．運用方法

（略）
(2) 投資態度

①主として、海外の債券・株式・不動産投資信託（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資
信託証券をいいます。以下「ＲＥＩＴ」といいます。）のそれぞれを主要投資対象として運用する各
マザーファンド受益証券に投資します。

（略）
＜参考情報＞各マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限（要約）

（略）

◇東京海上・世界ＲＥＩＴマザーファンド（為替ヘッジあり）

１．基本方針

（略）

２．運用方法

(1) 投資対象

主として海外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一

般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下「ＲＥＩＴ」といいます。）に投

資します。

（略）

※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。

 
(3)【運用体制】

＜更新後＞
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当ファンドの運用は、基本資産配分に基づき、３資産（海外株式、海外債券、海外ＲＥＩＴ）の各マ
ザーファンドへの投資を行います。各マザーファンドの運用方針は、毎月開催される投資政策委員会に
おいて決定します。
 

 
当ファンドは運用戦略部（９名）が社内規則である「投資運用業に係る業務運営規程」に基づき運用

を担当します。各マザーファンドについては、海外株式および海外ＲＥＩＴをクオンツ企画運用部（８
名）が、海外債券を運用戦略部（９名）が、同じく「投資運用業に係る業務運営規程」に基づき運用を
担当します。
運用におけるリスク管理は、運用管理部（５名）による法令・運用ガイドライン等の遵守状況の

チェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるととも
に、原則として月１回開催される運用管理委員会（管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画など
ファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。（リスク管理について
の詳細は、「３ 投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）

この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部長が
参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
なお、当ファンドが投資対象とする「東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド（為替ヘッジ

あり）」はウエスタン・アセット・マネジメント株式会社に運用の指図に関する権限を委託します。ま
た、同社は、運用の指図権限の一部をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーおよびウエス
タン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに再委託します。委託会社は、運用状況につ
いて随時確認できる体制を構築しています。このほか委託会社においては、運用委託先および運用再委
託先の運用、リスク管理、コンプライアンス、バックオフィスの各機能について定期的に確認を行って
います。
また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備

及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
（上記の体制や人員等については、平成30年２月１日現在）
 

３【投資リスク】
＜更新後＞
（略）
３．管理体制

（略）
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４【手数料等及び税金】
(5)【課税上の取扱い】

＜更新後＞

課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
 

＜個人の受益者に対する課税＞
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収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315％（所得

税15％、復興特別所得税0.315％
※
および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要

制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315％（所得税15％、復興
特別所得税0.315％および地方税５％）となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
のみであり、元本払戻金（特別分配金）（※１）は課税されません。
※平成49年12月31日までの間、復興特別所得税（所得税15％×2.1％）が付加されます。

 
解約時および償還時の差益（解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を
控除した差額）は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
ては、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税
が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。
 
普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに解約時および償還時の損益につい
ては、確定申告により、上場株式等（特定公社債および公募公社債投信を含みます。）の利子所得お
よび配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
行うことができます。
 
少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳ
Ａ」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じ
る配当所得および譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税
口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。
 

＜法人の受益者に対する課税＞
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
（※２）超過額については、15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率による源泉
徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
金のみであり、元本払戻金（特別分配金）（※１）は課税されません。
なお、益金不算入制度の適用はありません。

 
（※１）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、

収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場

合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

（※２）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申

込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ

れ、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社

で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本

の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

＊上記は、平成30年１月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場
合があります。

 

５【運用状況】
＜更新後＞
（略）

＜参考情報＞
（平成30年１月31日現在）
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜更新後＞

平成30年１月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
38,300株を発行済みです。
委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお

いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
役中より代表取締役を選任します。
投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。

①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
ます。

③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
④売買の執行はトレーディング部が行います。
⑤運用部門とは独立した管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、管理本部長を
委員長とし運用管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告します。

⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
方針決定に生かされます。

 

２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新後＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っ
ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成30年１月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の

通りです。

本数 純資産総額（百万円）

追加型公社債投資信託 0 0

追加型株式投資信託 169 1,733,491

単位型公社債投資信託 0 0

単位型株式投資信託 0 0

合計 169 1,733,491
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３【委託会社等の経理状況】
＜更新後＞
１．　当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

 
２．　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第32期事業年度（平成28年４月１日か

ら平成29年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けて
おります。
また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間（平成29年４月１日から

平成29年９月30日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を
受けております。
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(1)【貸借対照表】
（単位：千円）

 
第31期

（平成28年３月31日現在）
第32期

（平成29年３月31日現在）

資産の部     

流動資産     

現金・預金  6,701,500  13,325,797

前払費用  154,914  132,260

未収委託者報酬  1,571,495  1,578,384

未収収益  2,099,418  2,534,825

未収入金  166,601  1,207

繰延税金資産  173,700  287,816

１年内回収予定の敷金  315,033  -

その他の流動資産  12,650  28,360

流動資産計  11,195,315  17,888,652

固定資産     

有形固定資産 ＊１ 74,211 ＊１ 552,561

建物  2,187  439,621

器具備品  72,024  111,633

リース資産  -  1,306

無形固定資産  5,254  13,204

電話加入権  3,144  3,795

ソフトウエア仮勘定  2,110  9,409

投資その他の資産  2,366,401  2,418,251

投資有価証券  43,761  54,270

関係会社株式  1,669,990  1,672,490

その他の関係会社有価証券  31,200  31,200

長期前払費用  9,018  9,298

敷金  450,152  450,632

その他長期差入保証金  10,852  20,912

繰延税金資産  151,427  179,447

固定資産計  2,445,867  2,984,017

資産合計  13,641,183  20,872,669

負債の部     

流動負債     

リース債務  -  822

未払金 ＊２ 2,119,086  1,958,922

未払手数料  592,624  634,930

その他未払金  1,526,461  1,323,992

未払費用  147,843  445,613

未払消費税等  93,340  108,541

未払法人税等  736,000  735,000

預り金  39,072  41,371

前受収益  3,021  3,027

賞与引当金  196,236  274,382

流動負債計  3,334,601  3,567,681

固定負債     

リース債務  -  548

退職給付引当金  197,784  393,213

役員退職慰労引当金  21,270  24,180

固定負債計  219,054  417,941

負債合計  3,553,655  3,985,623

純資産の部     

株主資本  10,085,959  16,885,034

資本金  2,000,000  2,000,000

資本剰余金  -  400,000

 その他資本剰余金  -  400,000

利益剰余金  8,085,959  14,485,034
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利益準備金  500,000  500,000

その他利益剰余金  7,585,959  13,985,034

特別償却準備金  -  79

繰越利益剰余金  7,585,959  13,984,954

評価・換算差額等  1,567  2,011

その他有価証券評価差額金  1,567  2,011

純資産合計  10,087,527  16,887,045

負債・純資産合計  13,641,183  20,872,669

 
(2)【損益計算書】

（単位：千円）

 
第31期

（自　平成27年４月１日
　至　平成28年３月31日）

第32期
（自　平成28年４月１日
　至　平成29年３月31日）

営業収益     

委託者報酬  9,967,549  11,342,811

運用受託報酬  8,310,269  9,089,602

投資助言報酬  90,084  74,767

その他営業収益  1,114  64,158

営業収益計  18,369,017  20,571,339

営業費用     

支払手数料  4,535,693  5,363,864

広告宣伝費  160,685  251,016

公告費  150  313

調査費  5,212,764  5,401,672

調査費  1,906,774  1,635,494

委託調査費  3,305,989  3,766,178

委託計算費  116,997  109,429

営業雑経費  202,379  239,192

通信費  30,626  33,787

印刷費  143,441  173,307

協会費  17,642  17,533

諸会費  4,682  7,478

図書費  5,986  7,084

営業費用計  10,228,671  11,365,489

一般管理費     

給料  2,468,628  2,670,059

役員報酬  57,936  119,133

給料・手当  1,761,103  1,897,712

賞与  649,589  653,214

交際費  21,912  16,226

寄付金  -  3,598

旅費交通費  97,774  136,737

租税公課  68,294  115,360

不動産賃借料  258,391  316,801

役員退職慰労引当金繰入  3,050  2,910

退職給付費用  86,602  87,275

賞与引当金繰入  196,236  209,007

固定資産減価償却費  98,697  63,467

法定福利費  419,863  424,721

福利厚生費  7,908  8,100

諸経費  416,706  469,957

一般管理費計  4,144,067  4,524,223

営業利益  3,996,279  4,681,627

営業外収益     

受取利息  1,844  459

受取配当金 ＊１ 145,859 ＊１ 45,776

匿名組合投資利益 ＊１ 164,645 ＊１ 77,298

為替差益  -  8,924
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雑益  13,905  10,134

営業外収益計  326,255  142,593

営業外費用     

為替差損  13,297  -

雑損  19,880  6,661

営業外費用計  33,178  6,661

経常利益  4,289,355  4,817,559

特別損失     

器具備品除却損  -  4,685

本社移転費用  -  229,113

特別損失計  -  233,799

税引前当期純利益  4,289,355  4,583,760

法人税、住民税及び事業税  1,425,847  1,455,944

法人税等調整額  △25,250  △25,233

法人税等合計  1,400,596  1,430,711

当期純利益  2,888,759  3,153,048

 
(3)【株主資本等変動計算書】

第31期（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

(単位：千円)

 株主資本

資本金

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 2,000,000 500,000 10,638,296 11,138,296 13,138,296

当期変動額      

剰余金の配当   △5,941,096 △5,941,096 △5,941,096

当期純利益   2,888,759 2,888,759 2,888,759

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)      

当期変動額合計 - - △3,052,336 △3,052,336 △3,052,336

当期末残高 2,000,000 500,000 7,585,959 8,085,959 10,085,959

 

 評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額等

合計

当期首残高 5,414 5,414 13,143,710

当期変動額    

剰余金の配当   △5,941,096

当期純利益   2,888,759

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) △3,846 △3,846 △3,846

当期変動額合計 △3,846 △3,846 △3,056,183

当期末残高 1,567 1,567 10,087,527

 

第32期（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）

(単位：千円)
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益

剰余金

特別償却

準備金

繰越利益

剰余金

当期首残高 2,000,000 - - 500,000 - 7,585,959

当期変動額 　 　 　 　 　 　

　剰余金の配当 　 　 　 　 　 △ 791,278

　合併による増加 　 400,000 400,000 　 103 4,037,200

　特別償却準備金の取崩 　 　 　 　 △ 24 24

　当期純利益 　 　 　 　 　 3,153,048

　株主資本以外の項目の

　当期変動額（純額）
　 　 　 　 　 　

当期変動額合計 - 400,000 400,000 - 79 6,398,995

当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 79 13,984,954

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等

合計
利益剰余金

合計

当期首残高 8,085,959 10,085,959 1,567 1,567 10,087,527

当期変動額 　 　 　 　 　

　剰余金の配当 △ 791,278 △ 791,278 　 　 △ 791,278

　合併による増加 4,037,304 4,437,304 　 　 4,437,304

　特別償却準備金の取崩 - - 　 　 -

　当期純利益 3,153,048 3,153,048 　 　 3,153,048

　株主資本以外の項目の

　当期変動額（純額）
　 　 443 443 443

当期変動額合計 6,399,074 6,799,074 443 443 6,799,518

当期末残高 14,485,034 16,885,034 2,011 2,011 16,887,045

 

注記事項
重要な会計方針

第32期
自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価を把握することが極めて困難と認められるもの

移動平均法による原価法
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２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
については、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。

(2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 
３．引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
ております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

 
４．消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 
（会計方針の変更）

第32期
自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取り扱
い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４月１日以後に取

得した建物附属設備に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の減価償却費が19,582千円減少し、営業利益、経常
利益及び税引前当期純利益がそれぞれ19,582千円増加しております。

 
（貸借対照表関係）

第31期
平成28年３月31日現在

第32期
平成29年３月31日現在

＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
りであります。

＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
りであります。

建物 226,926千円
器具備品 496,441千円

建物 20,366千円
器具備品 453,412千円
リース資産 2,612千円

＊２．関係会社に対する主な資産・負債は次のと
おりであります。

 
関係会社に対する未払金　　　732,363千円

 

 
（損益計算書関係）

第31期
自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日

第32期
自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

EDINET提出書類

東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

15/37



＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
あります。
 
関係会社からの受取配当金　142,429千円
関係会社からの匿名組合契約
に基づく利益の分配　　　　164,645千円
 

当事業年度において、関係会社に対する営業
費用及び一般管理費の合計額が営業費用及び
一般管理費の合計額の100分の20を超えてお
り、その金額は3,142,828千円であります。

＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
あります。
 
関係会社からの受取配当金　 45,377千円

関係会社からの匿名組合契約
に基づく利益の分配　　　　 77,298千円

 
 

 
（株主資本等変動計算書関係）
第31期（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）
１．発行済株式に関する事項

（単位：株）

株式の種類
平成27年４月１日

現在
増加 減少

平成28年３月31日
現在

普通株式 38,300 - - 38,300

 
２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成27年６月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項

(イ) 配当金の総額        　 　   　　   939,116千円

(ロ) １株当たり配当額            　　       24,520円

(ハ) 基準日　                  　 　 平成27年３月31日

(ニ) 効力発生日                 　　 平成27年６月30日

 
平成27年11月24日の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項

(イ) 配当金の総額        　      　 　 5,001,980千円

(ロ) １株当たり配当額           　　    　 130,600円

(ハ) 効力発生日               　　　 平成27年11月30日

 
（注）基準日は設定しておりません。配当の効力発生日時点の株主へ配当を実施しております。
 
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成28年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項

(イ) 配当金の総額        　      　　 　 791,278千円

(ロ) 配当の原資　　　　　　　　　 　      利益剰余金

(ハ) １株当たり配当額           　　     　 20,660円

(ニ) 基準日　                        平成28年３月31日

(ホ) 効力発生日               　　　 平成28年６月28日

 
第32期（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）
１．発行済株式に関する事項

（単位：株）

株式の種類
平成28年４月１日

現在
増加 減少

平成29年３月31日
現在

普通株式 38,300 - - 38,300

 
２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成28年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項

(イ) 配当金の総額        　      　　 　 791,278千円

(ロ) １株当たり配当額           　　     　 20,660円
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(ハ) 基準日　                        平成28年３月31日

(ニ) 効力発生日               　　　 平成28年６月28日

 
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成29年６月30日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
・普通株式の配当に関する事項

(イ) 配当金の総額        　      　 　 1,784,014千円

(ロ) 配当の原資　　　　　　　　　 　  繰越利益剰余金

(ハ) １株当たり配当額           　　     　 46,580円

(ニ) 基準日　                        平成29年３月31日

(ホ) 効力発生日               　　　 平成29年６月30日

 
（リース取引関係）
第31期（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）
　該当事項はありません。
 
第32期（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
１．リース資産の内容
事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
 

２．リース資産の減価償却の方法
「重要な会計方針」の「２. 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。

 
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項

第31期
自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日

第32期
自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

(1) 金融商品に対する取組方針

当社の資本は本来の事業目的のために使用す
ることを基本とし、資産の運用に際しては、
資産運用リスクを極力最小限に留めることを
基本方針としております。

 
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収収益は顧客の信用リスク
に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
クに晒されております。投資有価証券は、主
にファンドの自己設定に関連する投資信託で
あり、基準価額の変動リスクに晒されており
ます。

 
営業債務である未払金は、ほとんど１年以内
の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
おります。
 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク

未収収益については、管理部門において取引
先ごとに期日及び残高を把握することで、回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。

 

(1) 金融商品に対する取組方針

同左
 
 
 
 
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

同左
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク

同左
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② 市場リスク

未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回
収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
ると判断しております。
 
投資有価証券については、管理部門において
定期的に時価を把握する体制としておりま
す。

 
③ 流動性リスク

当社は、日々資金残高管理を行っており流動
性リスクを管理しております。

② 市場リスク

同左
 
 

 
 

 
 
 
 

③ 流動性リスク

同左

 
２．金融商品の時価等に関する事項

第31期（平成28年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の
とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりま
せん（（注2）参照）。

（単位：千円）

 貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額

(1)現金・預金 6,701,500 6,701,500 -
(2)未収委託者報酬 1,571,495 1,571,495 -

(3)未収収益 2,099,418 2,099,418 -
(4)未収入金 166,601 166,601 -

(5)１年内回収予定の敷金 315,033 315,033 -

(6)投資有価証券
その他有価証券

 
43,761

 
43,761

 
-

(7)預り金 (39,072) (39,072) -
(8)未払金 (2,119,086) (2,119,086) -
(9)未払費用 (147,843) (147,843) -

(10)未払消費税等 (93,340) (93,340) -

(11)未払法人税等 (736,000) (736,000) -

 (＊)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

 
第32期（平成29年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の
とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりま
せん（（注2）参照）。

（単位：千円）

 貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額

(1)現金・預金 13,325,797 13,325,797 -
(2)未収委託者報酬 1,578,384 1,578,384 -

(3)未収収益 2,534,825 2,534,825 -
(4)未収入金 1,207 1,207 -
(5)投資有価証券

その他有価証券
 

54,270
 

54,270
 
-

(6)預り金 (41,371) (41,371) -
(7)未払金 (1,958,922) (1,958,922) -
(8)未払費用 (445,613) (445,613) -

(9)未払消費税等 (108,541) (108,541) -

(10)未払法人税等 (735,000) (735,000) -

 (＊)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

 
（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

第31期
平成28年３月31日現在

第32期
平成29年３月31日現在
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(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収

収益、(4) 未収入金、(5)１年内回収予定の敷

金、(7) 預り金、（8）未払金、（9）未払費

用、(10) 未払消費税等及び(11) 未払法人税等
 

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収

収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、（7）未払

金、（8）未払費用、(9) 未払消費税等及び

(10) 未払法人税等
 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳
簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。

 
(6) 投資有価証券

時価の算定方法につきましては「重要な会計
方針」の「１．有価証券の評価基準及び評価
方法」に記載しております。
 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿
価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。

 
(5) 投資有価証券

同左
 
 

 

 
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

第31期
平成28年３月31日現在

第32期
平成29年３月31日現在

以下については、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるた
め、上表には含めておりません。
 

（単位：千円）

 貸借対照表計上額

子会社株式 1,637,243
関連会社株式 32,747
その他の関係会社
有価証券

31,200
 

敷金 450,152

その他長期差入保証金 10,852

以下については、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積ること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められる
ため、上表には含めておりません。
 

（単位：千円）

 貸借対照表計上額

子会社株式 1,639,743
関連会社株式 32,747
その他の関係会社
有価証券

31,200
 

敷金 450,632

その他長期差入保証金 20,912

 
（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

第31期
平成28年３月31日現在

第32期
平成29年３月31日現在

該当事項はありません。 同左

 
（注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第31期（平成28年３月31日現在）

（単位：千円）

 
１年以内

１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

預金 6,701,448 - - -

未収委託者報酬 1,571,495 - - -

未収収益 2,099,418 - - -

未収入金 166,601 - - -

１年内回収予定の敷金 315,033 - - -

投資有価証券

その他有価証券のうち満期があ

るもの

 

-

 

 

17,460

 

 

3,952

 

 

-

 

合計 10,853,997 17,460 3,952 -

 
第32期（平成29年３月31日現在）

（単位：千円）
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１年以内

１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

預金 13,325,573 - - -

未収委託者報酬 1,578,384 - - -

未収収益 2,534,825 - - -

未収入金 1,207 - - -

投資有価証券

その他有価証券のうち満期があ

るもの

 

6,000

 

 

21,783

 

 

6,000

 

 

-

 

合計 17,445,990 21,783 6,000 -

 
（有価証券関係）

第31期
平成28年３月31日現在

第32期
平成29年３月31日現在

１．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
の関係会社有価証券

 
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計
上額　子会社株式1,637,243千円、関連会社株
式32,747千円）並びにその他の関係会社有価
証券（貸借対照表計上額　31,200千円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、
記載しておりません。

１．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
の関係会社有価証券

 
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計
上額　子会社株式1,639,743千円、関連会社株
式32,747千円）並びにその他の関係会社有価
証券（貸借対照表計上額　31,200千円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、
記載しておりません。

 
２．その他有価証券

（単位：千円）

 
２．その他有価証券

（単位：千円）

区分
貸借対照表

計上額
取得原価 差額

①貸借対照
表計上額が
取得原価を
超えるもの

   

証券投資
信託

26,436 21,324 5,111

②貸借対照
表計上額が
取得原価を
超えないも
の

   

証券投資
信託

17,324 20,176 △2,851

合計 43,761 41,501 2,259

 
 

３．当事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。

区分
貸借対照表
計上額

取得原価 差額

①貸借対照
表計上額が
取得原価を
超えるもの

   

証券投資
信託

33,725 27,289 6,435

②貸借対照
表計上額が
取得原価を
超えないも
の

   

証券投資
信託

20,545 24,081 △3,536

合計 54,270 51,371 2,899

 
 
３．当事業年度中に売却したその他有価証券
同左

 
（退職給付関係）
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１．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
 
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
 
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
ております。

 
２．確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

 

第31期

自　平成27年４月１日

至　平成28年３月31日

第32期

自　平成28年４月１日

至　平成29年３月31日

退職給付引当金の期首残高 179,872千円 197,784千円

退職給付費用 33,702千円 31,281千円

退職給付の支払額 △15,789千円 △6,251千円

合併による増加 - 179,615千円

確定拠出年金制度への移管額 - △9,217千円

退職給付引当金の期末残高 197,784千円 393,213千円

 
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

金費用の調整表

 第31期

平成28年３月31日現在

第32期

平成29年３月31日現在

積立型制度の退職給付債務 - -

年金資産 - -

 - -

非積立型制度の退職給付債務 197,784千円 393,213千円

貸借対照表に計上された負債と資産
の純額 197,784千円 393,213千円

 

退職給付引当金 197,784千円 393,213千円

貸借対照表に計上された負債と資産
の純額 197,784千円 393,213千円

 
(3) 退職給付費用

 第31期

自　平成27年４月１日

至　平成28年３月31日

第32期

自　平成28年４月１日

至　平成29年３月31日

簡便法で計算した退職給付費用 33,702千円 22,064千円

３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第31期（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）
43,203千円、第32期（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）46,034千円であります。

 
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
第31期

（平成28年３月31日現在）
第32期

（平成29年３月31日現在）
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繰延税金資産   

役員退職慰労引当金 6,512千円 7,403千円

退職給付引当金 60,561千円 120,401千円

未払金 2,992千円 3,507千円

賞与引当金 60,558千円 84,674千円

未払法定福利費 7,858千円 12,005千円

未払事業所税 2,632千円 3,291千円

未払事業税 45,510千円 35,145千円

未払調査費 45,270千円 45,734千円

減価償却超過額 85,044千円 52,565千円

未払確定拠出年金 1,112千円 1,236千円

未払費用 7,764千円 102,221千円

繰延税金資産小計 325,819千円 468,187千円

評価性引当額 - -

繰延税金資産合計 325,819千円 468,187千円

繰延税金負債   

特別償却準備金 - 35千円

その他有価証券評価差額金 691千円 887千円

繰延税金負債合計 691千円 923千円

繰延税金資産の純額 325,127千円 467,264千円

 
　２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の

内訳

第31期
（平成28年３月31日現在）

第32期
（平成29年３月31日現在）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下
であるため注記を省略しております。

同左

 
（企業結合等関係）
第31期（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

　　該当事項はありません。
　
第32期（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）
共通支配下の取引等
当社は、平成28年３月９日付け合併契約に基づき、東京海上不動産投資顧問株式会社と、平成28年10月
１日付けで合併いたしました。

 

１. 取引の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称      東京海上不動産投資顧問株式会社

事業の内容            不動産を対象とした投資運用業、投資助言業等

(2) 企業結合日

平成28年10月１日

(3) 企業結合の法的形式

東京海上アセットマネジメント株式会社を吸収合併存続会社、東京海上不動産投資顧問株式会社を
吸収合併消滅会社とする吸収合併

(4) 結合後企業の名称
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東京海上アセットマネジメント株式会社

(5) 企業結合の目的

東京海上グループのアセットマネジメント会社である2社を統合することでのシナジー効果を追求い
たします。具体的には、商品のラインアップを拡大することで多様なニーズを有する投資家への訴
求力を高めること、コーポレート部門の統合による効率化と機能強化を図ることを目的として行う
ものであります。

 
２. 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日公表分）及び「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年９月13

日公表分）に基づき、共通支配下の取引として処理いたしました。
 
（セグメント情報等）

第31期

自　平成27年４月１日

至　平成28年３月31日

第32期

自　平成28年４月１日

至　平成29年３月31日

[セグメント情報]

当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に

定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設

定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金

融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っ

ております。また「金融商品取引法」に定める投

資助言・代理業を行っております。
 
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ

らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ

グメントとしております。従いまして、開示対象

となるセグメントはありませんので、記載を省略

しております。

 

[セグメント情報]

同左

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

[関連情報]

１. 製品及びサービスごとの情報

単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が

損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記

載を省略しております。

 

２. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の

営業収益の90％を超えるため、記載を省略し

ております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸

借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え

るため、記載を省略しております。

 

３. 主要な顧客ごとの情報

当社は、外部顧客からの収益のうち、損益計算

書の営業収益の10％以上を占める相手先がない

ため、記載を省略しております。

[関連情報]

１. 製品及びサービスごとの情報

同左

 

 

 

２. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

同左

 

 

(2) 有形固定資産

同左

 

 

 

３. 主要な顧客ごとの情報

同左

 
（関連当事者情報）
第31期（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）
１. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
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種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金

又は

出資金

（千円）

事業の

内容

又は

職業

議決権の

所有

割合

関連当

事者と

の関係

取引の

内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

親会社
東京海上日動火災

保険株式会社

東京都

千代田区
101,994,694 損害保険業

(被所有)

直接100％

投資信託

の取扱

投資信託

に係る事

務代行手

数料の

支払

587,292

 

未払手数料

 

 

162,226

 役員の

兼任

（注）＊取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。
＊取引金額には、消費税等は含まれておりません。
 

(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金

又は

出資金

事業の

内容

又は

職業

議決権の

所有

割合

関連当

事者と

の関係

取引の

内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

子会社

TOKIO MARINE

ASSET

MANAGEMENT

INTERNATIONAL

PTE.LTD.

シンガポール・

シンガポール

SGD

17,400千

投資運用業

投資助言業

(所有)

直接100％

投資助言

の受入
増資の

引受
1,415,648

 

-

 

 

-

 役員の

兼任

関連会社

TOKIO MARINE

ROGGE ASSET

MANAGEMENT

LIMITED

英国・

ロンドン

GBP

300千

投資運用業

投資助言業

(所有)

直接50％

運用の

再委任 委託

調査費

の支払

1,250,497

未払金 255,308

役員の

派遣
未払費用 4,855

（注）＊取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。
＊取引金額には、消費税等は含まれておりません。
＊増資の引き受けは、子会社が行った増資を引き受けたものであります。

 
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

重要な取引はありません。
 

(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

重要な取引はありません。
 
２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報

(1) 親会社情報

東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
東京海上日動火災保険株式会社（非上場）
 

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

重要な関連会社はありません。
 
第32期（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）
１. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

　　　重要な取引はありません。
 

(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金

又は

出資金

事業の

内容

又は

職業

議決権の

所有

割合

関連当

事者と

の関係

取引の

内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）
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関連会社

TOKIO MARINE

ROGGE ASSET

MANAGEMENT

LIMITED

英国・

ロンドン

GBP

300千

投資運用業

投資助言業

(所有)

直接50％

運用の

再委任 委託

調査費

の支払

917,507

未払金 200,874

役員の

派遣
未払費用 14,636

（注）＊取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。
＊取引金額には、消費税等は含まれておりません。

 
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金

又は

出資金

事業の

内容

又は

職業

議決権の

所有

割合

関連当

事者と

の関係

取引の

内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

同一の

親会社

をもつ

会社

東京海上日動火災

保険株式会社

東京都

千代田区

101,994,694

千円
損害保険業 なし

運用の

一任 運用受

託報酬

の受取

1,247,159 未収収益 285,970
役員の

兼任

同一の

親会社

をもつ

会社

Delphi Capital

Management, Inc.

米国・

ニューヨーク

USD

 1千
資産運用業 なし

運用の

再委託

委託

調査費

の支払

763,120

 

未払金

 

 

225,715

 

（注）＊取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。
＊取引金額には、消費税等は含まれておりません。
 

 (4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

重要な取引はありません。
 
　２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報

(1) 親会社情報

東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
 

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

重要な関連会社はありません。
 
（１株当たり情報）

第31期
（自　平成27年４月１日

　　至　平成28年３月31日）

１株当たり純資産額     　 　　　　　 　　　　               　　     263,381円91銭

１株当たり当期純利益金額　 　  　　　　　　                        　  75,424円51銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
 

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎
　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　 　 　　 　　　　　　　　　　 10,087,527千円

     純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　10,087,527千円
　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
 

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
　　損益計算書上の当期純利益金額　　　 　　　 　　　　　　　　　　 2,888,759千円

　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

　　　普通株式に係る当期純利益金額   　 　　　　　　　　　　　　　　　2,888,759千円

　　　普通株式の期中平均株式数　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　 38,300株
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第32期
（自　平成28年４月１日

　　至　平成29年３月31日）

１株当たり純資産額     　 　　　　　 　　　　               　　     440,915円03銭

１株当たり当期純利益金額　 　  　　　　　　                        　  82,325円02銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
 

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎
　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　 　 　　 　　　　　　　　　　 16,887,045千円

     純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　16,887,045千円
　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
 

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
　　損益計算書上の当期純利益金額　　　 　　　 　　　　　　　　　　 3,153,048千円

　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

　　　普通株式に係る当期純利益金額   　 　　　　　　　　　　　　　　　3,153,048千円

　　　普通株式の期中平均株式数　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　 38,300株

 

    次へ
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中間財務諸表
中間貸借対照表

（単位：千円）

当中間会計期間

（平成29年９月30日現在）

資産の部   

流動資産   

現金・預金  13,121,777

前払費用  136,186

未収委託者報酬  1,501,112

未収収益  3,077,303

未収入金  19,258

繰延税金資産  456,261

その他の流動資産  14,004

流動資産計  18,325,904

固定資産   

有形固定資産 ＊１ 519,084

建物  424,900

器具備品  93,270

リース資産  914

無形固定資産  14,776

電話加入権  3,795

ソフトウエア仮勘定  10,981

投資その他の資産  2,395,708

投資有価証券  51,472

関係会社株式  1,673,049

その他の関係会社有価証券  31,200

長期前払費用  6,978

敷金  450,632

その他長期差入保証金  10,882

繰延税金資産  171,493

固定資産計  2,929,569

資産合計  21,255,474

負債の部   

流動負債   

リース債務  822

未払金  1,874,999

未払手数料  605,162

その他未払金  1,269,837

未払費用  497,599

未払消費税等 ＊２ 148,152

未払法人税等  946,133

預り金  50,300

前受収益  15,656

賞与引当金  504,212

その他の流動負債  5

流動負債計  4,037,882

固定負債   

リース債務  137

退職給付引当金  406,567

固定負債計  406,704
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負債合計  4,444,587

純資産の部   

株主資本  16,809,064

資本金  2,000,000

資本剰余金  400,000

　その他資本剰余金  400,000

利益剰余金  14,409,064

利益準備金  500,000

その他利益剰余金  13,909,064

特別償却準備金  55

繰越利益剰余金  13,909,008

評価・換算差額等  1,823

その他有価証券評価差額金  1,823

純資産合計  16,810,887

負債・純資産合計  21,255,474

 

中間損益計算書
（単位：千円）

当中間会計期間
（自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日）

営業収益   

委託者報酬  5,931,443

運用受託報酬  4,877,342

投資助言報酬  33,908

その他営業収益  78,546

営業収益計  10,921,241

営業費用   

支払手数料  2,776,342

広告宣伝費  98,585

調査費  2,891,626

調査費  932,244

委託調査費  1,959,381

委託計算費  55,194

営業雑経費  123,762

通信費  16,308

印刷費  83,463

協会費  12,174

諸会費  5,445

図書費  6,370

営業費用計  5,945,511

一般管理費   

給料  1,216,540

役員報酬  67,194

給料・手当  1,051,264

賞与  98,082

交際費  7,908

寄付金  3,384

旅費交通費  89,015

租税公課  70,429

不動産賃借料  187,845

役員退職慰労金  6,710

退職給付費用  56,032
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賞与引当金繰入  504,212

固定資産減価償却費 ＊１ 36,052

法定福利費  236,994

福利厚生費  5,263

諸経費  214,571

一般管理費計  2,634,962

営業利益  2,340,767

営業外収益   

受取利息  153

受取配当金  101,549

雑益  5,847

営業外収益計  107,550

営業外費用   

為替差損  15,636

雑損  499

営業外費用計  16,135

経常利益  2,432,181

税引前中間純利益  2,432,181

法人税、住民税及び事業税  884,545

法人税等調整額  △160,407

法人税等合計  724,138

中間純利益  1,708,043

 

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益

剰余金

特別償却

準備金

繰越利益

剰余金

当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 79 13,984,954

当中間期変動額 　 　 　 　 　 　

　剰余金の配当 　 　 　 　 　 △ 1,784,014

　特別償却準備金の取崩 　 　 　 　 △ 24 24

　中間純利益 　 　 　 　 　 1,708,043

　株主資本以外の項目の

　当中間期変動額（純額）
　 　 　 　 　 　

当中間期変動額合計 - - - - △ 24 △ 75,946

当中間期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 55 13,909,008

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等

合計
利益剰余金

合計

当期首残高 14,485,034 16,885,034 2,011 2,011 16,887,045

当中間期変動額 　 　 　 　 　

　剰余金の配当 △ 1,784,014 △ 1,784,014 　 　 △ 1,784,014

　特別償却準備金の取崩 - - 　 　 -
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　中間純利益 1,708,043 1,708,043 　 　 1,708,043

　株主資本以外の項目の

　当中間期変動額（純額）
　 　 △ 188 △ 188 △ 188

当中間期変動額合計 △ 75,970 △ 75,970 △ 188 △ 188 △ 76,158

当中間期末残高 14,409,064 16,809,064 1,823 1,823 16,810,887

 
注記事項
重要な会計方針

 
当中間会計期間

（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

 

１．資産の評価基準及び
評価方法

有価証券
(1) 子会社株式及び関連会社株式

並びにその他の関係会社有価
証券
移動平均法による原価法

 

 (2) その他有価証券  

 時価のあるもの  

 中間会計期間末日の市場価
格等に基づく時価法（評価
差額は全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は移
動平均法により算定）

 

 時価を把握することが極めて
困難と認められるもの

 

 移動平均法による原価法  

２．固定資産の減価償却
の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を

除く）

 

 定率法を採用しております。
ただし、平成28年４月１日以
降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法を採用して
おります。また、取得価額が
10万円以上20万円未満の少額
減価償却資産については、一
括償却資産として３年間で均
等償却する方法を採用してお
ります。

 

 (2) リース資産  

 所有権移転外ファイナンス・
リースに係る有形固定資産中
のリース資産は、リース期間
を耐用年数とし、残存価額を
零とする定額法を採用してお
ります。

 

３．引当金の計上基準 (1) 賞与引当金  

 従業員賞与の支給に充てるた
め、支給見込額の当中間会計
期間負担額を計上しておりま
す。

 

 (2) 退職給付引当金  
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 従業員の退職給付に備えるた
め、当中間会計期間末におけ
る退職給付債務の見込額に基
づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付
費用の計算に、退職給付に係
る中間期末自己都合要支給額
を退職給付債務とする方法を
用いた簡便法を適用しており
ます。

 

 (3) 役員退職慰労引当金  

 役員の退職慰労金の支出に備
えるため、内規に基づく中間
期末要支給額を計上しており
ます。

 

４．消費税等の会計処理
方法

消費税及び地方消費税の会計処理
は、税抜方式によっております。

 

 
（中間貸借対照表関係）

 
当中間会計期間

（平成29年９月30日現在）
 

※１　有形固定資産の
減価償却累計額

建物 35,717千円
器具備品 471,879千円
リース資産 3,003千円

 

※２　消費税等の取扱
い

仮払消費税等及び仮受消費税等は
相殺のうえ、未払消費税等として
表示しております。

 

 
（中間損益計算書関係）

 
当中間会計期間

（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

 

※１　減価償却実施額 有形固定資産 36,052千円  

 
（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
当事業年度期首

（株）
当中間会計期間
増加　　（株）

当中間会計期間
減少　　（株）

当中間会計期間末
（株）

普通株式 38,300 - - 38,300

２．配当に関する事項

配当金支払額
平成29年６月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項

（イ） 配当金の総額・・・・・・・・・1,784,014千円

（ロ） １株当たり配当額・・・・・・・46,580円

（ハ） 基準日・・・・・・・・・・・・平成29年３月31日

（ニ） 効力発生日・・・・・・・・・・平成29年６月30日

 
（リース取引関係）
当中間会計期間（自　平成29年４月１日　　至　平成29年９月30日）
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所有権移転外ファイナンス・リース取引
１．リース資産の内容
事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
 

２．リース資産の減価償却の方法
「重要な会計方針」の「２. 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。

 
（金融商品関係）
当中間会計期間（平成29年９月30日現在）

金融商品の時価等に関する事項
平成29年９月30日現在における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません（（注
２）参照）。

（単位：千円）

 中間貸借対照表計上額（＊） 時価（＊） 差額

(1)現金・預金
(2)未収委託者報酬
(3)未収収益
(4)未収入金
(5)投資有価証券

その他有価証券
(6)預り金
(7)未払金
(8)未払費用
(9)未払消費税等
(10)未払法人税等

13,121,777
1,501,112
3,077,303

19,258
 

51,472
 (50,300)

(1,874,999)
(497,599)
(148,152)
(946,133)

13,121,777
1,501,112
3,077,303

19,258
 

51,472
(50,300)

 (1,874,999)
(497,599)
(148,152)
(946,133)

-
-
-
-
 
-
-
-
-
-
-

（＊）負債で計上されているものについては、（　）で示しております。
 
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益、(4) 未収入金、(6) 預り金、(7) 未払金、

(8) 未払費用、(9) 未払消費税等並びに(10) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。

(5) 投資有価証券

時価の算定方法につきましては「重要な会計方針」の「１．資産の評価基準及び評価方法」に記載して
おります。
 

（注２）子会社株式（中間貸借対照表計上額　1,640,302千円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
額　32,747千円）及びその他の関係会社有価証券（中間貸借対照表計上額　31,200千円）及び敷金（中間貸
借対照表計上額　450,632千円）並びにその他長期差入保証金（中間貸借対照表計上額　10,882千円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、上表には含めておりません。

 
（有価証券関係）
当中間会計期間（平成29年９月30日現在）

１．子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株式32,747千
円）並びにその他の関係会社有価証券（中間貸借対照表計上額　31,200千円）は、市場価格がなく、かつ
将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、記載しておりません。

 
２．その他有価証券

 種類
中間貸借対照表
計上額（千円）

取得原価
（千円）

差額（千円）

中間貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

証券投資信託 33,885 27,953 5,932
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中間貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

証券投資信託 17,587 20,891 △3,304

合計 51,472 48,844 2,628

 
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
　当中間会計期間（自　平成29年４月１日　　至　平成29年９月30日）
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っております。また
「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメント
としております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
 
[関連情報]
　当中間会計期間（自　平成29年４月１日　　至　平成29年９月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しております。

 
２．地域ごとの情報
(1) 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
 

３．主要な顧客ごとの情報

投資信託の名称 委託者報酬

（単位：千円）

関連するセグメント名

東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型） 1,428,755 投資運用業及び投資助

言・代理業にこれらの附

帯業務を集約した単一セ

グメント

 
 (１株当たり情報）

当中間会計期間
（自　平成29年４月１日

　　至　平成29年９月30日）

１株当たり純資産額     　 　　　　　 　　　　         438,926円56銭

１株当たり中間純利益金額　 　  　　　　　　 　          44,596円44銭
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なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存
在しないため記載しておりません。
 

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎
　　　中間貸借対照表の純資産の部の合計額　 　 　　  16,810,887千円

     純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　－

　　　普通株式に係る中間会計期間末の純資産額　　　　　16,810,887千円
　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の

普通株式の数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 38,300株

 
１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎

　　中間損益計算書上の中間純利益金額　　　 　　　   1,708,043千円

　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

　　　普通株式に係る中間純利益金額   　 　　　　　　　1,708,043千円

　　　普通株式の期中平均株式数　　　    　　　　　　　　　 38,300株
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新後＞
(1) 受託会社

・名称 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

・資本金の額 324,279百万円（平成29年９月末日現在）

・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

 
<参考情報：再信託受託会社の概要>

・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社

・資本金の額 10,000百万円（平成29年９月末日現在）

・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律に基づき信託業務を営んでいます。

 
(2) 販売会社

名称 資本金の額（※） 事業の内容

株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
金融商品取引法に定める第一種
金融商品取引業を営んでいま
す。

株式会社愛知銀行 18,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営んで
います。

株式会社百十四銀行 37,322百万円

株式会社福岡中央銀行 2,500百万円

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279百万円

銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
兼営等に関する法律に基づき信
託業務を営んでいます。

（※）平成29年９月末日現在。

 
(3) 投資顧問会社

・名称 ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社
（再委託先）
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド

・資本金の額 1,000百万円（平成29年９月末日現在）

・事業の内容 投資運用業務を営んでいます。

 
<参考情報：再委託先の概要>

名称 資本金の額 事業の内容

ウエスタン・アセット・マネジメント・
カンパニー

非公開

投資運用業務を営んでいます。
ウエスタン・アセット・マネジメント・
カンパニー・リミテッド

非公開
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

 

平成29年６月５日

 

東京海上アセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　御　中

 

ＰｗＣあらた有限責任監査法人

 指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　荒川　　進　㊞

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に

掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第32期事業年

度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記につい

て監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海

上アセットマネジメント株式会社の平成29年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　 上

 

（注） １． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。

      ２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

    次へ
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

 

平成29年12月４日

東京海上アセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　御　中

 

ＰｗＣあらた有限責任監査法人

 指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　荒　川　　　進　㊞

 
  

 指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　久　保　直　毅　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状

況」に掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第33

期事業年度の中間会計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸

借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行っ

た。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査

を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画

を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続

の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間

財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作

成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、東京海上アセットマネジメント株式会社の平成29年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　 上

 

（注） １． 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

ております。

      ２． XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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